
議案第７８号 

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正す

る条例 

（議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４年白

岡町条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２３５」に改め

る。 

第２条 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１号中「３７２，０００円」を「４３２，０００円」に改め

、同条第２号中「２９４，０００円」を「３５４，０００円」に改め、

同条第３号及び第４号中「２７０，０００円」を「３３０，０００円」

に改め、同条第５号中「２６６，０００円」を「３２６，０００円」に

改める。 

第５条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３０」に改め

る。 

（白岡市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 白岡市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年白岡町条

例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２３５」に改め

る。 

第４条 白岡市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第３条第１号中「８１０，０００円」を「８４３，０００円」に改め

、同条第２号中「６８６，０００円」を「７１４，０００円」に改める

。 

第６条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３０」に改め

る。 

（白岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 
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第５条 白岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年白岡

町条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２３５」に改め

る。 

第６条 白岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

第３条中「６４１，０００円」を「６６７，０００円」に改める。 

第６条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３０」に改め

る。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条、第３条及び第５条の規定は令和７年１月１日から

、第２条、第４条及び第６条の規定は同年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例（以下「改正後の議員の報酬等条例」という。）の規定、第３条

の規定による改正後の白岡市長及び副市長の給与等に関する条例（以下

「改正後の市長等の給与等条例」という。）の規定及び第５条の規定によ

る改正後の白岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例（以下「改正

後の教育長の給与等条例」という。）の規定は、令和６年１２月１日から

適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の議員の報酬等条例、改正後の市長等の給与等条例又は改正後

の教育長の給与等条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定

による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第３

条の規定による改正前の白岡市長及び副市長の給与等に関する条例又は

第５条の規定による改正前の白岡市教育委員会教育長の給与等に関する

条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の

報酬等条例、改正後の市長等の給与等条例又は改正後の教育長の給与等

条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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令和６年１２月５日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

人事院勧告に基づく国家公務員及び職員の給与改定に準じて期末手当の

支給割合の改定を行うため並びに令和６年９月１０日付けで特別職の報酬

等の額について白岡市特別職報酬等審議会の答申を受けたことに伴い、関

係条例改正の必要を認め、この案を提出するものである。 
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